
（別表第１） 執行規則に基づく監督業務の内容 
 
第９条 関連工事の調整（約款第２条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

市長は､受注者の

施工する建設工事

及び市長の発注に

係る第三者の施工

する他の建設工事

が施工上密接に関

連する場合におい

て、必要があると

きは､その施工に

つき調整を行うも

のとする。 

総括監督員は､主

任監督員から報告

を受けた場合にお

いて工期及び請負

代金額を変更し､

又は工事を打切る

必要等が生じる場

合には､市長に報

告しなければなら

ない。 

主任監督員は担当

監督員から報告を

受けた時は､第三

者の施工する工事

と両方の工程､そ

の他､必要な事項

を調整し総括監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

担当監督員は当該

工事が、市長が発

注した第三者の施

工する他の工事と

関連し工事の進捗

に支障を及ぼすと

認められるとき

は、主任監督員に

報告しなければな

らない。 

受注者は、市長の

調整に従い､第三

者の行う工事の円

滑な施工に協力し

なければならな

い。 

｢必要があるとき｣

とは､受注者又は

発注者から工事を

請負っている第三

者のいずれかの申

し出があった場合

のほか､発注者が

工事全体の円滑な

施工のため必要と

判断したときも含

むものである。「調

整｣の内容は、工事

の関連する態様に

より多様であり、

その程度も一様で

はないが、単純に

いえば､受注者及

び他の工事を施工

する第三者(この

第三者について

も､この約款に基

づいて契約してい

ることが当然予想

されるので、当該

契約において調整

に従わなければな

らないこととな

る。)の工事の実施

工程､施工方法等

について､必要な

範囲内における調

整ということがで

きよう。また一方

の工事が遅延した

ため、他方の工事

にも影響が生ずる

場合には､他方の

工事の促進を図る

ことも含まれるも

のと解する。受注

者は､発注者の調

整に従い、第三者

の施工する工事の

円滑な施工に協力

しなければならな

いが､この調整に

従ったことを理由

として請負代金額

の変更､又は必要

とした費用を発注

者が負担すること

を要求することは

できないと解され

る。 

 
第 13 条 権利義務の譲渡等（約款第５条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

請負契約により生

ずる義務はもとよ

り権利についても

   第1項 受注者は､

請負契約により生

ずる権利又は義務

発注者の書面によ

る承諾のない限り

禁止される受注者



原則として第三者

に対し譲渡するこ

とを承諾しないこ

と。 

を第三者に譲渡

し､又は承継させ

てはならない｡た

だし､あらかじめ、

市長の承諾を得た

場合は､この限り

でない。 

第2項 受注者は､

工事目的物、工事

材料･(工場製品を

含む｡以下同じ｡)

のうち第 25 条第 2

項の検査に合格し

たもの及び第49条

第 3 項の規定によ

る部分払のための

確認を受けたもの

並びに工事仮設物

を第三者に譲渡

し､貸与し又は抵

当権その他の担保

の目的に供しては

ならない｡ただし､

あらかじめ、市長

の承諾を得た場合

は､この限りでな

い。 

第3項 受注者は､

請負代金の請求権

の譲渡について承

諾を得ようとする

ときは､建設工事

請負代金請求権譲

渡承諾(変更承諾)

申請書(第 7 号様

式)を市長に提出

しなければならな

い｡これを変更し

ようとするときも

同様とする。 

の処分行為は､譲

渡､貸与及び抵当

権等の担保の目的

に供することであ

る。工事材料につ

いては､質権譲渡

担保等の目的に供

することが､その

他の担保の目的に

供することに該当

する。 

 
第 14 条 一括委任又は一括下請負の禁止（約款第 6条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

    受注者は､建設工

事の全部若しくは

その主たる部分又

は他の部分から独

立してその機能を

発揮する工作物の

工事を一括して第

三者に委任し､又

は請け負わせては

ならない。 

受注者が元請負人

として施工計画を

総合的に企画し､

工事全体の適確な

施工を確保するた

め工程管理､下請

負人の施工間の調

整、監督等を行な

う等、下請負させ

た部分の施工につ

き実質的に関与す

る場合は｢一括｣に

は該当しない。 

 
第 15 条 下請負人の通知（約款第７条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

 総括監督員は､受

注者に対して下請

負人に関する通知

の請求をし、市長

に報告しなければ

主任監督員は､担

当監督員から報告

を受けた時は､速

やかに事実関係を

調査し元請負人と

担当監督員は､指

示事項が下請負人

に徹底しない等、

監督行為が円滑に

行われず工事の全

第１項 受注者

は､下請負契約を

締結したときは、

直ちに下請負人一

覧表(第 8 号様式)

 



ならない。 しての監督が徹底

するよう受注者に

指示するものとす

る。なお､指示が徹

底しない場合には

総括監督員に報告

しなければならな

い。 

部又は大部分を一

括して委任又は､

下請負に付してい

るうたがいがある

ときは､主任監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

を提出しなければ

ならない。 

第２項 受注者

は、1件の下請負代

金額が 200 万円以

上のときは、下請

負人通知書(第9号

様式)及び下請負

人主任技術者等通

知書(第10号様式)

を、前項の下請負

人一覧表と同時に

提出しなければな

らない。 

 
第 16 条 特許権等の使用（約款第 8条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

市長が､その工事

材料及び施工方法

等を指定した場合

において､設計図

書に特許権等の対

象である旨の明示

がなく､かつ、受注

者がその存在を知

らなかったとき

は、市長は､受注者

がその使用に関し

て要した費用を負

担しなければなら

ない。 

 

総括監督員は、主

任監督員の報告が

妥当である場合に

は、市長に報告し

なければならな

い。 

主任監督員は､担

当監督員から｢受

注者が､その存在

を知らなかった｣

との報告を受けた

時は､立証方法を

検討し､受注者の

知悉を立証できな

いときは､その使

用に要した費用を

積算し､総括監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

担当監督員は､そ

の施工方法を指定

した場合におい

て､設計図書に特

許権等の対象であ

る旨の明示がな

く、かつ受注者が

その存在を知って

いたことを､立証

できないときは主

任監督員に報告し

なければならな

い。 

受注者は､特許権、

実用新案権､意匠

権､商標権その他

日本国の法令に基

づき保護される第

三者の権利(以下

｢特許権等｣とい

う。)の対象となっ

ている工事材料及

び施工方法等(仮

設､施工方法その

他工事目的物を完

成するために必要

な一切の手段をい

う。以下同じ｡)を

使用するときは､

その使用に関する

一切の責任を負わ

なければならな

い。 

第16条に規定され

ているように、受

注者は原則とし

て､仮設、工法等工

事目的物を完成す

るために必要な一

切の手段を定める

ことができるので

あるから､その選

択の結果必要とな

った特許権等の使

用料等を負担する

のは当然といえよ

う。ただ例外的に

受注者に選択権が

ない場合､すなわ

ち発注者が施工方

法も指定した場合

において､設計図

書に特許権その他

第三者の権利の対

象である旨の明示

がないときは､原

則として発注者

が､使用に関して

要した費用を負担

すべきものとされ

る｡これは原因者

に負担を帰したも

のである。ただし､

この場合であって

も､受注者が第三

者の権利の存在を

知っていたとき

は､受注者が負担

すべきものとされ

る。これは原因者

(工法等の選択者)

負担主義を､公平

の観点から修正し

たものといえよ

う。したがって、

｢受注者がその存

在を知らなかった

とき｣とは受注者

が不知を立証した

ときにはじめて発

注者に負担義務が



発生すると解すべ

きでなく、むしろ

発注者が受注者の

知悉を立証したと

きに発注者の負担

義務が免責される

と解するのが妥当

であろう。 

 
第 18 条 自主施工の原則（約款第 1条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

    第１項 施工方法

等については､請

負契約において特

に定める場合を除

き､受注者がその

責任において定め

るものとする。 

約款第3項 仮設､

施工方法その他工

事目的物を完成す

るために必要な一

切の手段(｢施工方

法等｣という。以下

同じ｡ )について

は､この約款及び

設計図書に特別の

定めがある場合を

除き､受注者がそ

の責任において定

める。 

約款第 3 項は、施

工方法について

は､原則として､受

注者がその責任に

おいて定めること

を明らかにし､施

工主体として受注

者の自主性を明文

で保証したもので

ある。したがって､

発注者は、工事の

特殊性､安全確保

等のために必要が

ある場合には､設

計図書において､

施工方法等を指定

することができる

が､設計図書に施

工方法等の指定を

していない場合に

は、受注者は、自

己の責任において

施工方法等を選択

するものとし、発

注者が施工方法等

について注文を付

けることは許され

ない｡このため、契

約後に施工方法等

の選択について発

注者が注文をつけ

る必要が生じた場

合には､発注者は､

第32条の手続きに

従って設計図書を

変更して､必要な

施工方法等の指定

をしなければなら

ない。一方､受注者

に自主的な選択権

が認められた結

果､発注者の指定

の施工方法等につ

いては､仮に受注

者が実際に用いた

施工方法等がかな

り高額なものであ

っても、請負代金

額の変更等の対象

とはならない。ま

た､受注者が他の

施工方法等を選択

すれば工事を工期

内に完成すること



ができたのに､あ

る特定の施工方法

等を選択したため

に工期内に完成で

きない場合には、

受注者の責に帰す

べき事由による履

行遅滞として発注

者の損害金請求

権､解除権等が発

生する｡また､他の

施工方法等を選択

すれば第三者損害

を防ぐことができ

たのに､受注者が

特定の施工方法等

を選択したことに

より損害を及ぼし

たときは､発注者

が専門的知識･経

験に照らして必要

な指図をすべきで

あるのに､指図を

しなかったときは

別として､発注者

は被害者に対して

注文者としての責

任は負わず､また､

受注者との関係で

は､受注者は、自己

が被害者に賠償し

た費用を発注者に

請求することはで

きない。 

 
第 19 条 建設工事の着手（約款 なし） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

  主任監督員は､担

当監督員から報告

を受けた時は､速

やかに着手するよ

う受注者に指示し

なければならな

い。 

担当監督員は､受

注者が工事に着手

しないときは､主

任監督員に報告し

なければならな

い。 

受注者は､請負契

約締結後､速やか

に工事に着手しな

ければならない。 

速やかな着手とは

契約後３０日とす

る。 

 
第 20 条 工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書（約款第 3条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

工期が 1 ケ月を越

える工事の進捗状

況の把握は､工事

工程月報により行

うが、少額工事で

あって､市長が特

に工事工程月報に

よる必要がないと

認めるものについ

ては､受注者に対

しその提出を省略

させることができ

るものとする。 

総括監督員は、工

程表を決裁する。 

主任監督員は､工

程表について報告

を受けた時は､審

査し総括監督員に

報告するものとす

る。 

工程月報が提出さ

れたときは､審査

し工程管理を行わ

なければならな

い。 

担当監督員は､受

注者より工程表が

提出された時は､

速やかに審査し､

意見を付し主任監

督員に報告するも

のとする。 

担当監督員は､主

任監督員の指示に

より受注者に改善

策を講じさせなけ

ればならない。主

任監督員は､工程

表について報告を

受けた時は､審査

し総括監督員に報

告するものとす

第1項 受注者は､

請負契約締結後 10

日以内に､設計図

書に基づいて工程

表(第11号様式)を

作成し､市長に提

出しなければなら

ない。ただし 1 件

の請負代金額が

500 万円未満の建

設工事については

省略することがで

きる。 

第2項 受注者は､

工期が 1 月を超え

る工事について

は､毎月 10 日まで

 



る。 

工程月報が提出さ

れたときは､審査

し工程管理を行わ

なければならな

い。 

に工事工程月報

(第12号様式)に前

月末における工事

の進捗状況を記載

し､市長に提出し

なければならな

い。 

第3項 受注者は､

市長から請求があ

つた場合において

は､請負契約締結

後 10 日以内に､設

計図書に基づいて

請負代金内訳書を

作成し、市長に提

出しなければなら

ない。 

 
第 21 条 監督員（約款第９条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第 2 項 監督員は､この規則に特別の定めがある場合を除くほ

か､次に掲げる権限を有し､請負契約の定めるところにより、こ

れを行使する。 

① 請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理
人に対する指示､承諾又は協議 

② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及

び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾 

③ 設計図書に基づく工程の管理､工事の施工への立会い､工

事の施工の状況の検査又は工事材料の検査（確認を含む｡第 25

条第 2項及び第 3項において同じ。） 

第 4 項 第 2 項の規定による監督員の権限のうち指示又は承諾

は、第 10 条第７項の規定にかかわらず、口頭により行うこと

ができる。 

第1項 市長は､監

督員を定めたとき

は､その者の氏名

を受注者に通知し

なければならな

い｡監督員を変更

したときも同様と

する。 

第 3 項 市長は､2

人以上の監督員を

置き､前項の権限

を分担させたとき

は､それぞれの監

督員の有する権限

の内容を受注者に

通知しなければな

らない。 

監督員の氏名等の

通知は書面により

行うが､請負代金

額 500 万円未満で

あって市長が特に

書面による必要が

ないと認めるもの

については、口頭

で通知することに

より、これにかえ

ることができるも

のとする。 

主任監督員の報告

に対し明らかに判

断のつくものは指

示し、その他のも

のは､市長に報告

するものとする。 

 

担当監督員から

報告を受けたと

きは､明らかに判

断のつくものは

指示し､その他に

ついては総括監

督員に報告する

ものとする。 

第 2項①､②､③

号について､担当

監督員は監督を

行うに必要な諸

基準により、明ら

かに判断のつく

ものについては

受注者に指示､承

諾又は協議を行

うものとし､その

他については主

任監督員に報告

するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 項 市長が監

督員を置いたとき

は､この規則に定

める請求、通知、

報告､承諾及び解

除であって受注者

が市長に対して行

うものについて

は､第 24 条第 4 項

の規定による請求

を除き､監督員を

経由して行うもの

とする｡この場合

においては､監督

員に到達した日を

もって市長に到達

したものとみな

す。 

 

｢監督員｣とは､通

常､工事が施工さ

れるときは､発注

者が直接工事現場

において監督を行

うことは少なく、

発注者は､請負契

約の適正な履行を

確保するために､

発注者の職員又は

外部の者を監督員

として置き、工事

の施工､工事材料

の調合､立会いを

行わせることが通

例である｡このよ

うに施工途中での

監督を行うのは､

建設工事はその性

質上、工事完成後

に施工の適否を判

定することが困難

であり、また仮に

不適当であること

を発見できても、

それを修復するに

は相当の費用を要

する場合が多く、

施工の段階で逐次

監督することが合

理的であるとの考

えによるものであ

る。本条は､このよ

うな理由により監

督員を置くことに

したものであるが

一方､監督員の監

督行為は､必要最

小限にとどめ、受

注者の自主的な工

事の施工を確保す

る趣旨から､監督

員の権限の範囲を

明確にしたもので

ある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

監督員が有する権

限は､約款におい

て大略次の 3つに

分けることができ

る。 

(1)本条第2項に掲

げるもの 

(2)他の条項に掲

げるもの 

第 24 条(約款第 12

条) 

工事関係者に関す

る措置請求 

第 25 条(約款第 13

条) 

工事材料の品質及

び検査等 

第 26 条(約款第 14

条) 

監督員の立会い､

見本等の整備等 

第 27 条(約款第 15

条) 

支給材料及び貸与

品 

第 30 条(約款第 17

条) 

設計図書不適合の

場合の改造義務､

破壊検査等 

第 31 条(約款第 18

条) 

条件変更等 

第 37 条(約款第 26

条) 

臨機の措置等であ

る。 

(3)約款に基づく

発注者の権限とさ

れる事項のうち発

注者が必要と認め

て監督員に委任し

たもの 

 
第 22 条 主任技術者、現場代理人等（約款第 10 条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

 総括監督員は、主

任技術者､現場代

理人等の通知を決

裁する。 

担当監督員から主

任技術者､現場代

理人等の通知を受

理したときは､総

括監督員に報告す

るものとする。 

受注者から、主任

技術者､現場代理

人等の通知を受け

たときは､主任監

督員に報告しなけ

ればならない。 

第1項 受注者は､

次の各号に掲げる

いずれかの者の氏

名等を主任技術者

等通知書(第 13 号

様式)により市長

に通知しなければ

ならない｡これら

の者を変更したと

きも同様とする。

(1)主任技術者(法

第26条第1項に規

定する主任技術者

をいう。以下同

じ｡) 

(2)専任の主任技

術者(法第 26 条第

3 項の規定により

専任のものでなけ

｢現場代理人｣と

は､請負契約の的

確な履行を確保す

るため、工事現場

の取締りのほか､

工事の施工及び契

約関係事務に関す

る一切の事項を処

理する者として工

事現場に置かれる

受注者の代理人で

あり、工事現場に

常駐することとさ

れている。 

｢主任技術者､監理

技術者｣とは､工事

現場における建設

工事の施工の技術

上の管理をつかさ



ればならない主任

技術者をいう。以

下同じ｡) 

(3)専任の監理技

術者(法第 26 条第

4 項の規定により

選任された専任の

ものでなければな

らない監理技術者

をいう。以下同

じ｡) 

第2項 受注者は､

次に掲げる者を置

いたときは､その

者の氏名等を主任

技術者等通知書

(第13号様式)によ

り市長に通知しな

ければならない｡

これらの者を変更

したときも同様と

する。 

(1)現場代理人 

(2)専門技術者(法

第26条の2に規定

する建設工事の施

工の技術上の管理

をつかさどる者を

いう。以下同じ。) 

第 3 項 現場代理

人は､請負契約の

履行に関し、工事

現場に常駐し､そ

の運営及び取締り

を行うほか、第 24

条第 1 項の規定に

よる請求の受理、

同条第 3 項の規定

による決定及び通

知、同条第 4 項の

規定による請求並

びに同条第 5 項の

規定による通知の

受理､請負代金額

の変更､請負代金

の請求及び受領並

びに請負契約の解

除に係る権限を除

き､この規則に基

づく受注者の一切

の権限を行使する

ことができる。 

第4項 受注者は、

前項の規定にかか

わらず、同項の規

定により現場代理

人が行使すること

ができるとされた

権限のうち現場代

理人に委任せず自

ら行使しようとす

るものがあるとき

は、あらかじめ、

当該権限の内容を

市長に通知しなけ

ればならない。 

第 5 項 現場代理

どる者として､法

第26条第1項又は

2 項の規定により

配置が義務づけら

れている技術者で

ある。 

このうち、監理技

術者は､下請契約

の請負金額の額

(下請契約が２以

上あるときは､そ

れらの請負代金の

額 の 総 額 ) が ､

3,000 万円(建築工

事である場合にお

いては4,500万円)

以上になる場合に

おいて、元請負者

たる特定建設業者

が配置しなければ

ならないとされる

法第15条第2号の

基準を充足する技

術者である。 

主任技術者とは､

その他の建設工事

の現場に配置すべ

きものとされる同

法第 7 条第 2 号の

基準を充足する技

術者である。  

｢専門技術者｣と

は､受注者が建築

一式工事又は土木

一式工事を施工す

る場合において、

その一式工事の一

部である専門工事

を自ら施工しよう

とするときに､又

は専門工事を施工

する場合において

自らそれらに付帯

する他の建設工事

を施工しようとす

るときに建設業法

上配置することが

要求されている技

術者である。(法第

26 条の 2) 

｢常駐｣とは､該当

工事のみを担当し

ているのではな

く、さらに作業期

間中、特別の理由

がある場合を除き

常に工事現場に滞

在することを意味

するものであり、

発注者又は監督員

との連絡に支障を

きたさないことを

目的としたもので

ある。 

 ｢運営、取締り｣

とは､請負契約に

基づく工事の施工



人、主任技術者又

は専任の監理技術

者及び専門技術者

は、兼ねることが

できる。 

に関し､受注者に

おいて行う工事現

場に関するすべて

の管理行為を指す

ものと下請負人等

の適正な施工又は

管理が確保できな

い場合には、直接

技術者や下請負人

等に対して必要な

措置をとることを

請求できるものと

解する。したがっ

て、工事の施工上

必要とされる労務

管理､工程管理、安

全管理その他の管

理行為のほか､工

事現場の風紀の維

持等もこれに含ま

れる。 

 
第 23 条 履行報告（約款第 11 条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

    第1項 受注者は、

工事記録簿(第 14

号様式)に必要な

事項を記録し、監

督員が指示したと

きは､これを提示

しなければならな

い。ただし 1 件の

請負代金額が 500

万円未満の建設工

事については省略

することができ

る。 

第 2 項 前項の規

定によるほか､受

注者は、設計図書

に定めるところに

より、契約の履行

について市長に報

告しなければなら

ない。 

本条の規定により

設計図書で定めて

いる履行報告の例

としては、施工計

画書､実施工程表、

工事打合せ書､建

設機械使用実績報

告書等がある｡こ

のうち､施工計画

書は､工事目的物

を完成するために

必要な手順､施工

方法等を記したも

のであり、計画工

程表､現場組織表、

安全管理､指定機

械､主要資材､施工

方法等､施工管理

計画､緊急時の体

制及び対応､交通

管理､環境対策､現

場作業環境の整

備､再生資源の利

用の促進等の事項

を含むものであ

る｡一般的には､受

注者は､準備工事

を開始する前に施

工計画書を発注者

に提出することと

なっている。1件の

請負金額が 500 万

円未満の建設工事

については、「少額

工事事務取扱要

綱」によることが

できる。 

 
 
 
 



 
第 24 条 工事関係者に関する措置請求（約款第 12 条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第1項 市長は､現

場代理人がその職

務（主任技術者若

しくは専任の監理

技術者又は専門技

術者と兼任する現

場代理人にあって

は､これらの者の

職務を含む）の執

行につき著しく不

適当と認められる

ときは､受注者に

対して､その理由

を明示した書面に

より、必要な措置

をとるべきことを

請求することがで

きる。 

第 2 項 市長又は

監督員は､主任技

術者又は専任の監

理技術者､専門技

術者（これらの者

と現場代理人を兼

任 す る 者 を 除

く。）、下請負人､労

働者その他受注者

が工事を施工する

ために使用してい

る者で工事の管理

又は施工につき著

しく不適当と認め

られるものがある

ときは､受注者に

対して､その理由

を明示した書面に

より、必要な措置

をとるべきことを

請求することがで

きる。 

第5項 市長は､前

項の規定による請

求があったとき

は、当該請求に係

る事項について決

定し､その結果の

請求を受けた日か

ら10日以内に受注

者に通知しなけれ

ばならない。 

主任監督員より報

告を受け､著しく

不適当である客観

的妥当性が立証さ

れる場合には､書

面をもって受注者

に必要な措置をと

るよう求めるもの

とする。 

 

担当監督員より報

告を受けたとき

は､事実関係を調

査し総括監督員に

報告しなければな

らない。 

建設工事の施工に

ついて､不適当で

ある工事関係者が

ある場合にはその

事由を付して主任

監督員に報告しな

ければならない。

第3項 受注者は、

前 2 項の規定によ

る請求があったと

きは、当該請求に

係る事項について

決定しその結果を

請求を受けた日か

ら10日以内に市長

に通知しなければ

ならない。 

第4項 受注者は、

監督員がその職務

の執行につき著し

く不適当と認めら

れるときは、市長

に対して､その理

由を明示した書面

により、必要な措

置をとるべきこと

を請求することが

できる。 

 

｢著しく不適当と

認められる｣ため

には､客観性がな

ければならず、単

に発注者が主観的

に著しく不適当と

認めても､本項の

対象にはならな

い。たとえば､品行

が悪いというよう

なことのみでは本

項の対象となるも

のではないが、そ

れが工事現場周辺

に悪影響を及ぼ

し､ひいては工事

の施工が有形無形

の影響を受ける場

合等には､本条の

対象となると考え

る。「必要な措置｣

は、是正措置の指

示のほか､その程

度に応じて交替を

も含むものであ

る。また､監督員は

第 21 条第 2 項第 1

号に基づいて請負

者又は現場代理人

に対して、技術者

や下請負人等に施

工又は管理につい

て指示することが

できるが､第 3 項

は､このような指

示を行っても十分

な効果が見られな

かった場合などの

技術者や下請負人

等の適正な施工又

は管理が確保でき

ない場合には､直

接技術者や下請負

人等に対し必要な

措置をとることを

請求できるものと

する。 

 
第25条 工事材料の品質及び検査等（約款第 13 条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

 第 1 項  工事材料は､設計図書に定める品質を有するものを使

用しなければならない｡ただし､設計図書にその品質の定めの

ない場合にあっては、中等以上の品質を有する工事材料を使用

するものとする。 

第 3 項 監督員は、受注者から前項の検査を要求されたとき

は、当該請求を受けた日から 7日以内に検査を行わなければな

らない。 

第2項 受注者は､

設計図書において

監督員の検査を受

けて使用すべきも

のとされた工事材

料については、当

該検査に合格した

 



 1.主任監督員又は､担当監督員は使用承

諾し､検査を受けて使用すべきものとさ

れた工事材料が現場に搬入された場合に

は､形状､寸法､数量等の検査を行うもの

とする。 

2.工事材料検査を行ったときには､受注

者に材料検査簿に記入させ検印しなけれ

ばならない。 

 

ものを使用しなけ

ればならない。 

第 4 項 第 2 項の

検査に直接必要な

費用は､受注者の

負担とする。 

第5項 受注者は、

工事現場内に搬入

した工事材料を監

督員の承諾を受け

ないで､工事現場

外に搬出してはな

らない。 

第6項 受注者は､

前項の規定にかか

わらず、第 2 項の

検査の結果不合格

と決定された工事

材料については、

当該決定を受けた

日から 7 日以内に

工事現場外に搬出

しなければならな

い。 

第7項 受注者は、

主要な工事材料で

完成検査を受ける

際に外部から明視

することができな

いものについて第

2 項の検査を受け

たときは､材料検

査簿(第14号様式)

にその状況を記入

し､監督員の検印

を受けるものとす

る。 

ただし 1 件の請負

代金額が 500 万円

未満の建設工事に

ついては省略する

ことができる。 

 
第 26 条 監督員の立会い､見本等の整備等（約款第 14 条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第 4 項 監督員は､受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は

見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7日以

内に立会い又は見本検査を行わなければならない。 

第 5 項 前項に規定する期間内に､監督員が正当な理由なく立

会い又は見本検査を行わないため、その後の工程に支障を来す

ときは、受注者は､監督員に通知した上で､立会い又は見本検査

を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し､又は当該

工事を施工することができる｡この場合において､受注者は、当

該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを

証する見本等を整備し､監督員の請求があったときは､整備し

た見本等を当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなけれ

ばならない。 

 

 

 担当監督員から立

会いできないとの

報告を受けたとき

は、自ら立会わな

ければならない。

立会いが困難な場

合には受注者に対

受注者の求めに応

じて立会いし､設

計図書及び諸基準

に基づき工事を施

工させなければな

らない。また､立会

いできない場合に

第1項 受注者は､

設計図書において

監督員の立会いの

上､調合し、又は調

合について見本検

査を受けるものと

指定された工事材

料については､立

会いを受けて調合

したもの又は見本

検査に合格したも

のを使用しなけれ

ばならない。 

第2項 受注者は､

設計図書において

監督員の立会いの

上､施工するもの

とされた工事につ

いては､立会いを

受けて施工しなけ

建設工事の施工に

当たっては、工事

材料の品質が工事

目的物の良否を決

める重要な要素で

あると同時に、具

体の工事の施工の

良否もまた工事目

的物の良否を決め

る重要な要素であ

る。したがって、

工事材料の検査と

同時に､具体の工

事の施工に当たっ

ても､受注者の自

主的な施工管理に

期待しつつ、監督

員が立会い等を行

って適正な施工の

確保に努めるのが



し資料を提出させ

確認するものとす

る。 

は主任監督員に報

告しなければなら

ない。 

 

ればならない。 

第3項 受注者は､

前 2 項に規定する

もののほか､市長

が特に必要がある

と認めて設計図書

において見本､工

事の写真その他の

記録(以下｢見本

等｣という。)を整

備すべきものとさ

れた工事材料の調

合又は工事の施工

をするときは､設

計図書に定めると

ころにより見本等

を整備し､監督員

の請求があったと

きは､整備した見

本等を当該請求を

受けた日から 7 日

以内に提出しなけ

ればならない。 

第 6項 第 1項､第

3 項又は前項の場

合において､見本

検査又は見本等の

整備に直接必要な

費用は､受注者の

負担とする。 

一般的な方法であ

る。また､公共工事

の施工に当たって

は､監督員が立会

い等により適正な

施工の確保に努め

るとともに、工事

が完成した場合に

おいて発注者の定

める検査職員が完

成の確認のための

検査を行うのが通

例であり、本約款

においても第31条

第 2項に規定して

いるところであ

る｡このように適

正な施工を確保す

るために様々な方

法がとられている

が、工事完成後に

検査職員が検査を

行う場合において

は､工事内容が外

面から判断し得な

い部分が多いた

め､施工中の監督

員の立会いや工事

記録の整備が重要

性を持つことにな

る。 

 
第 27 条 支給材料及び貸与品（約款第 15 条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第 2 項 監督員は､支給材料又は貸与品

の引渡しに当たっては､受注者の立会い

の上、市の負担において、当該支給材料

又は貸与品を検査しなければならない。

第 1 項 市長が受

注者に支給する工

事材料(以下｢支給

材料｣という｡)及

び貸与する建設機

械器具(以下｢貸与

品｣という｡)の品

名、数量､品質､規

格又は性能､引渡

場所及び引渡時期

は､設計図書に定

めるところによ

る。 

第6項 市長は､受

注者から第 3 項又

は前項の規定によ

る通知を受けた場

合においては､当

該支給材料又は貸

与品に代えて他の

支給材料又は貸与

品を引き渡さなけ

ればならない｡た

だし、既に引き渡

した支給材料又は

貸与品を使用する

ことによっても工

事の目的を達成す

ることができると

認められた場合に

あっては、支給材

 

主任監督員は担当

監督員より報告を

受けたときには､

審査し総括監督員

に報告しなければ

ならない。 

 

 

 

①設計図書で支給

されることになっ

ている工事材料又

は貸与品につい

て、品名、数量､品

質､規格等受注者

立会いの上検査し

て引渡すものとす

る。引渡しが完了

したときには､受

注者より受領書を

提出させ主任監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

②支給材料又は貸

与品が使用できな

い場合又は変更す

る必要が生じた場

合には主任監督員

に報告しなければ

ならない。 

③支給材料又は貸

与品が返還された

ときは、主任監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

 

第 3 項 前項の規

定による検査の結

果､受注者は､その

品名、数量､品質又

は規格若しくは性

能が設計図書の定

めと異なり、又は

使用に適当でない

と認めたときは､

その旨を直ちに市

長に通知するとと

もに、その引渡し

を拒むことができ

る。 

第4項受注者は､支

給材料又は貸与品

の引渡しを受けた

ときは、引渡しの

日から7日以内に､

市長に受領書又は

借用書を提出しな

ければならない。 

第5項受注者は､支

給材料又は貸与品

の引渡しを受けた

後、当該支給材料

又は貸与品に第 2

項の規定による検

査によっては発見

することが困難で

あった隠れたかし

 



料若しくは貸与品

の品名、数量、品

質若しくは規格若

しくは性能を変更

し､又は理由を明

示した書面によ

り、当該支給材料

若しくは貸与品の

使用を受注者に請

求することができ

る。 

第7項 市長は､前

項に規定するほ

か､必要があると

認めるときは､支

給材料又は貸与品

の品名、数量、品

質､規格若しくは

性能､引渡場所又

は引渡時期を変更

することができ

る。 

 があり、使用に適

当でないと認めた

ときは､その旨を

直ちに市長に通知

しなければならな

い。 

第8項 受注者は、

引渡しを受けた支

給材料及び貸与品

を善良な管理者の

注意をもって管理

しなければならな

い。 

第9項 受注者は､

設計図書に定める

ところにより、建

設工事の完成、設

計図書の変更等に

よって不用となっ

た支給材料又は貸

与品を市長に返還

しなければならな

い。 

第 10 項 受注者

は、故意又は過失

により支給材料又

は貸与品が滅失

し､若しくはき損

し､又はその返還

が不可能となった

ときは､市長の指

定した期間内に代

品を納め､若しく

は原状に復して返

還し､又は返還に

代えて損害を賠償

しなければならな

い。 

第 11 項 受注者

は、支給材料又は

貸与品の使用方法

が設計図書に明示

されていないとき

は､その使用方法

につき監督員の指

示に従わなければ

ならない。 

 
第 28 条 工期等の変更及び費用の負担(約款第 23 条、第 24 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第 1 項 前条第 6

項及び第 7 項の場

合において、当事

者は必要に応じ工

期又は請負代金額

を変更し、市長は

受注者に生じた損

害につき必要な費

用を負担しなけれ

ばならない。 

第 2 項 前項の規

定による変更後の

工期又は請負代金

額は、当事者が協

議して定める｡た

     



だし、当該協議の

開始の日から14日

以内に協議が整わ

ない場合には､市

長が定め､受注者

に通知する。 

第 3 項 前項の規

定による協議の開

始の日(以下｢変更

協議開始日とい

う｡)については､

市長が受注者の意

見を聴いて定め、

受注者に通知する

ものとする｡ただ

し、市長が､工期又

は請負代金額の変

更事由が生じた日

から 7 日以内に変

更協議開始日を通

知しない場合に

は、受注者が､変更

協議開始日を定

め､市長に通知す

ることができる。 

第 4 項 第 1 項の

必要な費用の額

は、当事者が協議

して定める。 

 
第 30 条 設計図書不適合の場合の改造義務､破壊検査等(約款第 17 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

監督員は､受注者が第 25 条第 2 項又は第 26 条第 1 項から第 3

項までの規定に違反した場合において必要があると認められ

るときは､工事の施工部分を破壊して検査することができる。

第 4 項 前項に規定するもののほか､監督員は､工事の施工部

分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場

合において、必要があると認められるときは､その理由を請負

者に通知して、工事の施工部分を最小限度の範囲に限り破壊し

て検査することができる。 

第2項 第 28条の

規定は､前項に規

定する不適合が監

督員の指示その他

市長の責めに帰す

べき事由によって

生じた場合に準用

する。 

主任監督員より

報告を受けたと

きは､受注者に修

補を命令しなけ

ればならない。ま

た､修補の取扱は

富士宮市建設工

事検査規程にお

ける｢修補取扱基

準｣に準ずる。 

担当監督員から報

告を受けたとき

は､調査し意見を

付して総括監督員

に報告しなければ

ならない。 

 

修補が完了したと

きは､主任監督員

が確認し､総括監

督員に報告しなけ

ればならない。 

①第 3 項の規定に

より違反したこと

が明らかな場合と

判断されたときに

は､主任監督員に

報告しなければな

らない。 

②第 4 項の規定に

より設計図書に適

合しないと認めら

れるときには、主

任監督員に報告し

なければならな

い。 

③修補が完了した

ときは､受注者か

ら修補完了届出書

を提出させ､主任

監督員に報告しな

ければならない。 

第1項 受注者は、

工事の施工部分が

設計図書に適合し

ない場合におい

て､監督員がその

改造を請求したと

きは、当該指示に

従わなければなら

ない。 

 

第 5 項 前 2 項に

おいて､検査及び

復旧に直接要する

費用は､受注者の

負担とする。 

 

 
第 31 条 条件変更等(約款第 18 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 



第 2 項   監督員は､前項の規定による確認を請求されたとき､

又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは､受注者の立

会いの上、直ちに調査を行わなければならない｡ただし､受注者

が立会いに応じない場合には､受注者の立会いを受けずに行う

ことができる。 

第3項 市長は､受

注者の意見を聴い

て､前項の調査の

結果（これに対し

てとるべき措置を

指示する必要があ

るときは、当該指

示を含む｡）をとり

まとめ､調査の終

了後 14 日以内に､

その結果を受注者

に通知しなければ

ならない｡ただし、

その期間内に通知

できないやむを得

ない理由があると

きは､あらかじめ

受注者の意見を聴

いた上、当該期間

を延長することが

できる。 

第4項 前項の規定

によりとりまとめ

られた調査の結果

において、第 1 項

各号に掲げる事実

が確認された場合

で､必要があると

認められるとき

は､市長は､設計図

書の訂正又は変更

を行わなければな

らない｡ただし、同

項第 4 号又は第 5

号に掲げる事実が

確認されその結果

設計図書を変更す

る場合（工事目的

物の変更を伴わな

い場合に限る｡）に

は受注者と協議し

て 

行う。 

第5項 第 28条の

規定は､前項の規

定により設計図書

の訂正又は変更が

行われた場合に準

用する。 

主任監督員の報

告を受けたとき

は､判断可能なも

のは指示し、その

他については市

長に報告しなけ

ればならない。 

担当監督員より第

1 項の調査結果に

ついて報告を受け

たときは､この規

定の全般の趣旨か

らみて再調査等事

実の確認､あるい

は、とりあえずの

工事の中止､応急

措置等の指示を与

えるものとするが

内容重要なものに

ついては総括監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

①第 1 項の確認を

求められたとき

は､速やかに調査

を行い､諸基準に

より明らかに判断

のつくものは受注

者に指示するもの

とし、その他につ

いては主任監督員

に報告しなければ

ならない。 

 

②第 1 項の報告の

結果､工事内容の

変更又は設計図書

の訂正を行う必要

がある場合には､

第 32 条第１項及び

第 2 項を準用し、

｢設計変更事務取

扱要領｣に基づき､

変更指示書又は変

更設計書を提出し

なければならな

い。 

 

第１項  受注者

は、工事の施工に

当たり、次の各号

のいずれかに該当

する事実を発見し

たときは、直ちに

その旨を監督員に

通知し､その確認

を請求しなければ

ならない。 

(1)設計図書が相

互に一致しないこ

と（設計図書に優

先順位が定められ

ている場合を除

く。） 

(2）設計図書に誤

びゅう又は脱漏が

あること。 

(3）設計図書の表

示が明確でないこ

と。 

(4）工事現場の形

状､地質､ゆう水等

の状態､施工上の

制約その他の設計

図書に示された施

工条件と実際の工

事現場が一致しな

いこと。 

(5）設計図書で明

示されていない施

工条件について予

期することのでき

ない特別の状態が

生じたこと。 

 

 
第 32 条 設計図書の変更(約款第 19 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第1項 市長は､必

要があると認める

ときは、その内容

を受注者に通知し

て、設計図書を変

更することができ

る。 

第2項 第 28条の

規定は､前項の規

定による設計図書

の変更が行われた

場合に準用する。 

 

主任監督員より報

告を受けたとき

は､判断可能なも

のは指示し、その

他については市長

に報告しなければ

ならない。 

担当監督員から報

告を受けたとき

は、内容を検討し、

又は必要に応じて

調査を行い意見を

付して総括監督員

に報告しなければ

ならない。 

設計図書を変更

し、工期及び請負

代金額を変更する

必要が生じた場合

には､主任監督員

に報告しなければ

ならない。 

 ｢設計図書の変更｣

公共工事の発注者

は、工事の目的物

の目的､構造､仕様

等を十分検討した

後設計を行い､請

負契約を締結すべ

きであるが、工事

の施工途中におい

てその意思､判断

を変更せざるを得

ない事態を生ずる

こともある。その



場合には､発注者

は、前条で述べた

工事の施工条件等

とは異なり、自ら

の意思で設計図書

を変更しなければ

ならないこととな

る。このように､発

注者は､必要があ

ると認めるとき

は､設計図書の変

更を行うことがで

きるが、この場合

には､設計図書の

変更内容を書面を

もって受注者に通

知しなければなら

ない。また、｢必要

があると認める｣

か否かは､発注者

の自由な判断であ

り、その理由を受

注者に示す必要が

ないし､受注者の

意思が入る余地も

ない。同時に、変

更する設計図書の

内容も、発注者の

自由な意思により

決定されるものと

解される。上記の

ように、発注者は、

自己の都合により

設計図書を変更す

ることができる

が、その場合には､

発注者と受注者の

契約関係のバラン

スをとることが要

請されるため、工

期又は請負代金額

の変更を行うのは

当然であり、また､

設計図書の変更に

伴い受注者が被っ

た損害を発注者が

負担しなければな

らないことはいう

までもない。 

 
第 33 条 工事の中止(約款第 20 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第 1 項 工事用地

等の確保ができな

い等のため又は暴

風､豪雨、洪水､高

潮､地震､地すべ

り､落盤､火災、騒

乱､暴動その他の

自然的若しくは人

為的な事象(以下

｢天災等｣という｡)

であって､受注者

の責めに帰すこと

ができないものに

主任監督員より報

告を受けたとき

は､判断可能なも

のは指示し、その

他については市長

に報告しなければ

ならない。 

担当監督員から報

告を受けたとき

は､内容を検討し、

又は必要に応じて

調査を行い意見を

付して総括監督員

に報告しなければ

ならない。 

建設工事の全部又

は一部の施工を一

時中止し、工期及

び請負代金額を変

更する必要が生じ

た場合には、主任

監督員に報告しな

ければならない。

 第1項においては､

受注者の責めに帰

することができな

い事由によって工

事を施工すること

ができないと認め

られる場合を 2 つ

に分けて規定して

いる｡すなわち、第

1 が｢工事用地等の

確保ができない等

のため受注者が工

事を施工できない



より工事目的物等

に損害を生じ､若

しくは工事現場の

状態が変動したた

め､受注者が建設

工事を施工できな

いと認められると

きは､市長は､直ち

に受注者に通知し

て､工事の全部又

は一部の施工を一

時中止させなけれ

ばならない。 

第 2 項 前項に規

定するもののほ

か､市長は､必要が

あると認められる

ときは､受注者に

通知して､建設工

事の全部又は一部

の施工を一時中止

させることができ

る。 

第3項 第 28条の

規定は､市長が､前

2 項の規定により

建設工事の全部又

は一部の施工を一

時中止させた場合

に準用する。 

と認められると

き｣であり、第 2が

｢暴風､豪雨､洪水、

高潮､地震、地すべ

り、落盤､火災､騒

乱､暴動その他自

然的又は人為的な

事象であって受注

者の責めに帰する

ことができないも

のにより工事目的

物等に損害を生じ

若しくは工事現場

の状態が変動した

ため受注者が工事

を施工できないと

認められるとき｣

である。第 1 の場

合には､例えば､発

注者の義務である

工事用地等の確保

が行われないため

(第29条)施工でき

ない場合､設計図

書と実際に施工条

件の相違又は設計

図書の不備が発見

されたため(第 30

条)施工を続ける

ことが不可能と認

められる場合など

含まれよう。また､

第 2 の場合におけ

る｢自然的又は人

為的な事象｣には､

埋蔵文化財の発掘

又は調査､反対運

動などの妨害活動

等も含まれよう。

また、｢工事現場の

状態の変動｣には､

地形等の変動とい

った物理的な変動

だけでなく、妨害

活動を行う者によ

る工事現場の占拠

や著しい威嚇行為

といったものも含

まれると解する。

第 2 の場合にも、

単に暴風等の受注

者の帰責事由のな

い自然的又は人為

的な事象が生じた

だけでは不十分で

あり、施工できな

いと認められる状

態にまで達してい

ることが必要であ

る。 

 
第 34 条 請負者による工期の延長の請求(約款第２１条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第3項 第 28条第

2 項及び第 3 項の

工期延長請求書を

審査し、市長に進

担当監督員より報

告を受けた工期延

受注者から工期延

長請求書の提出を

第1項 受注者は､

天候の不良、第 9

｢工事遅延事由の

一般論｣ 



規定は､第1項の請

求があった場合に

準用する｡この場

合において、同条

第2項本文中｢前項

の規定による変更

後の工期又は請負

代金額｣とあるの

は｢第1項の規定に

よる請求に係る延

長後の工期｣、同条

第 3 項ただし書中

｢工期又は請負代

金額の変更事由が

生じた日｣とある

のは｢工期の延長

の請求を受けた

日｣と読み替える。 

達しなければなら

ない。 

長請求書を審査す

るときは､担当す

る管轄内で当該請

負者が複数受注し

ている場合は、そ

れらの工事の進捗

状況も併せ審査

し､総括監督員に

報告しなければな

らない。 

受けたときは､遅

滞なく延期理由、

変更工程表を審査

し､意見を付して

主任監督員に報告

しなければならな

い。 

条の規定による関

連工事の調整への

協力その他の請負

者の責めに帰すこ

とができない事由

により工期内に工

事を完成すること

ができないとき

は､市長に対し､工

期の延長を請求す

ることができる。 

第 2 項 前項の規

定による請求は、

工期延長請求書

(第16号様式)に変

更工程表(第 17 号

様式)を添えて行

わなければならな

い。 

受注者が工期の満

了の日までに工事

を完成しなければ

ならないことは､

契約上当然のこと

であるが、種々の

事情により定めら

れた工期内に工事

を完成させること

が困難となる場合

がある｡このよう

に工事の工期内完

成が不可能となる

場合は､一般的に

次の 3 つに分類さ

れる。 

ア) 受注者の帰責

事由により工事の

着手が遅れ､又は

工事の進捗がはか

どらない場合 

イ)条件変更､設計

図書の変更、前払

金等の不払に対す

る工事中止の場合

など契約内容の変

更、又は発注者の

帰責事由により当

初の工期が不適当

となる場合 

ウ)天候の不良､発

注者が行う関連工

事の調整への協力

等受注者の責に帰

することができな

い事由により工事

が遅れる場合 

以上の工期遅延事

由のうち､ア)は､

遅延利息の規定

(執行規則第54条)

の適用を受ける工

事遅延であり、工

期は延長されな

い｡イ)は､各条項

で工期の延長と請

負代金額の変更が

規定されており､

請負代金額の変更

を伴う工期延長で

ある｡本条は､上記

のウ)の場合を規

定しており、請負

代金額の変更を伴

わない工期の変更

(いわゆる無償延

期)を認める趣旨

の規定である。 

 
第 35 条 市長による工期の短縮の請求等(約款第 22 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

監督員は､道路の供用開始等、当初予定した時期を繰り上げて

行う必要がある場合には､短縮する日数及び短縮するために必

要とする増加費用を算出して市長に報告するものとする。 

第1項 市長は､特

別の理由により工

期を短縮する必要

があるときは、工    

 工期は、工事の施

工に必要な物理的

な期間によって定

められるものであ



期の短縮を受注者

に請求することが

できる。 

第2項 市長は､こ

の規則の定めると

ころにより工期を

延長すべき場合に

おいて､特別の理

由があるときは、

通常必要とされる

工期に満たない工

期への変更を請求

することができ

る。 

第 3 項 前 2 項の

場合において､当

事者は必要に応じ

請負代金額を変更

し、市長は受注者

に生じた損害につ

き必要な費用を負

担しなければなら

ない 

第4項 第 28条第

2 項及び第 3 項の

規定は、第 1 項又

は第 2 項の規定に

よる請求があった

場合及び前項の規

定による変更後の

請負代金額の決定

に､同条第4項の規

定は前項の必要な

費用の額の決定に

準用する｡この場

合において､同条

第2項本文中｢前項

の規定による変更

後の工期又は請負

代金額｣とあるの

は｢第 1 項又は第 2

項の規定による請

求に係る変更後の

工期及び前項の規

定による変更後の

請負代金額｣と､同

条第 3 項ただし書

中「工期又は請負

代金額の変更事由

が生じた日｣とあ

るのは｢受注者が

工期の短縮又は変

更の請求を受けた

日｣と、同条第 4項

中｢第1項とあるの

は｢前項｣と読み替

える。 

 

   るが、同時に、完

成した構造物の供

用面から要請も考

慮に加えられてい

る。このように、

供用面の要請を考

慮にいれ工期は定

められているが、

公共施設等につい

ては､例えば、道路

の供用開始時期、

公営住宅の入居時

期について、当初

予定した時期を繰

り上げて行うこと

が行政運営上必要

となる場合もあ

り、それ以外にも

事業の執行に関す

る当初の予定が変

更され､早い時期

に完成が必要とな

る場合がある。こ

のような場合に

は、当然に工事目

的物の完成も繰り

上げることが必要

となり、工期を短

縮せざるを得な

い。また、同様に

して､本規則の各

条項において工期

を延長することが

必要な場合におい

て、公共施設等の

供用、利用面から

の要請により、必

要な日数の延長を

行うことが困難な

場合も生ずる。 

一方、工期は､ほと

んどの場合、経済

的に最も妥当な速

度で工事を施工す

ることを前提にし

て定められてお

り、これに各季節

における気象条件

等を考慮して決定

するのが通例であ

るので､ある程度

経済性を無視し

て､あるいは気象

条件等の不利を覚

悟すれば､短縮を

行う余地は残され

ている。したがっ

て､発注者の行政

運営の必要性から

工事費の増嵩等を

も考慮して､工期

の短縮等を行う必

要性があると判断

すれば､受注者も

経済的不利益がな

い限り、これに応

じることに問題は



ないはずであり、

そのような趣旨か

ら本条の規定が設

けられている。 

 
第 37 条 臨機の措置(約款第 26 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第 3 項 監督員は､災害防止その他建設工事の施工上特に必要

があると認められるときは､受注者に対して臨機の措置をとる

ことを請求することができる｡この場合において､受注者は､直

ちにこれに応じなければならない。 

 

 

主任監督員から

報告を受けたと

きは､判断可能な

ものは指示し、そ

の他については､

市長に報告しな

ければならない。 

 

担当監督員から報

告を受けたとき

は､その措置につ

いて判断可能なも

のは指示し、その

他については総括

監督員に報告しな

ければならない。 

 

①第 1 項について

受注者より臨機の

措置をとるに当た

って､工期の延長､

請負代金額の変更

を行う場合､又は

臨機の措置につき

判断し得ない場合

について意見を求

められたときに

は､主任監督員に

報告しなければな

らない。 

②受注者の意見を

聞く余裕がなく請

負者の緊急にとっ

た臨機の措置につ

いて報告を受けた

ときは､主任監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

③臨機の措置をと

る必要がある場合

において､受注者

がそれに気付かな

いとき､又は受注

者の判断に誤りが

あって措置をとら

ない場合には、主

任監督員に報告し

なければならな

い。 

 

第1項 受注者は、

災害防止等のため

必要があると認め

るときは、臨機の

措置をとらなけれ

ばならない｡この

場合において､受

注者は､そのとっ

た措置の内容を直

ちに監督員に通知

するものとする。 

第 2 項 前項前段

の場合において､

必要があると認め

るときは、受注者

は､あらかじめ監

督員の意見を聴か

なければならな

い｡ただし、緊急や

むを得ない事情か

あるときは、この

限りでない。 

第 4 項 受注者が

第 1 項又は前項の

規定により臨機の

措置をとつた場合

において、当該措

置に要した費用の

うち､受注者が請

負代金額の範囲内

において負担する

ことが適当でない

と認められる費用

については､市が

負担する。 

 

｢受注者の措置義

務｣ 

第 1 項は、災害防

止等のための臨機

の措置をとるべき

義務を有するのは

受注者であること

を明らかにすると

ともに､後段にお

いて受注者が｢必

要があると認めら

れるとき｣は､監督

員の意見をあらか

じめきかなければ

ならないことを規

定している。この

場合の災害の防止

等には､前述した

とおり、工事目的

物、工事材料､仮設

物､建設機械器具

等に関する被害の

防止のほか､工事

の施工が第三者に

与える損害の防止

や工事の施工に従

事する労働者の労

働災害防止をも含

むものと解され

る。受注者が、臨

機の措置をとるに

当たって｢必要が

あると認める｣か

否かは､受注者の

判断に委ねられて

おり、同時に､監督

員の意見を聞く場

合に｢必要がある

と認める｣か否か

も､受注者に委ね

られている｡しか

し､この監督員の

意見を聴くかどう

かは第 4 項の費用

負担とも関連する

ものであって少な

くとも、工期の延

長あるいは発注者

の費用の負担を伴

わないようないわ

ば受注者の責任の

範囲内において処

理しうるものは別

として､受注者の

責任の範囲を超え

るものあるいは受

注者がとるべき臨

機の措置につき判



断し得ないような

ものは､監督員の

意見を聴くべきで

あろう｡もちろん､

監督員の意見を聴

くほど余裕のない

ほど切迫したもの

等緊急やむを得な

い事情があるとき

は､監督員の意見

を聴くことなく臨

機の措置をとるこ

とができるとされ

ている。 

｢監督員の措置請

求｣ 

第4項は､受注者が

臨機の措置をとっ

た場合において､

受注者がそれに気

付かないとき又は

受注者の判断に誤

りがあって措置を

とらないときに､

監督員が特に必要

と認めるときは､

受注者に対して臨

機の措置をとるこ

とを求めることが

できる。この措置

請求は､受注者に

対する指示と解さ

れ､受注者は､その

措置請求が明らか

に誤りである等従

わないことについ

て正当な理由があ

る場合を除いて､

これに従わなけれ

ばならない。 

 
第 38 条 一般的損害(約款第 27 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

 主任監督員から報

告を受けたとき

は､損害額及びそ

の責任について審

査し、市長に報告

しなければならな

い。 

担当監督員から損

害について報告を

受けたときは､そ

の損害額及び損害

を与えた原因が発

注者の責めによる

ものか､受注者の

責めによるものか

審査し､総括監督

工事目的物の引渡

し前に､監督員の

指示に基づいて施

工したため損害が

生じた場合､ある

いは設計図書に誤

りがあってそのた

め工事目的物につ

いて損害を生じた

この規則の他の規

定に特別の定めが

ある場合を除くほ

か､工事目的物の

引渡しが行われた

とみなされる前に

工事目的物又は工

事材料について生

じた損害その他工

本条において工事

目的物の引渡し前

と規定されたの

は、主として工事

目的物に関して生

じた損害について

は、引渡し後は請

負者の負担としな

いことを明らかに



員に報告しなけれ

ばならない。 

場合には､損害額

を算定し､主任監

督員に報告しなけ

ればならない。 

事の施工に関して

生じた損害につい

ては､受注者がそ

の費用を負担す

る。ただし､その損

害(第 59 条第 1 項

の規定により付さ

れた保険等により

てん補される部分

(以下｢保険てん補

部分｣という。)を

除く。次条におい

て同じ。)のうち、

市長の責めに帰す

べき事由により生

じた損害について

は、市がその費用

を負担する。 

するためである｡

このため、受注者

の所有する仮設

物､建設機械器具

に関する損害など

当然に受注者の負

担に属する損害

は、工事目的物の

引渡し後において

も受注者が負担し

なければならな

い。 

発注者の帰責事由

による損害には､

例えば､監督員の

指示に基づいて施

行したために発生

した労務者の被害

又は工事目的物等

の損壊､支給材料

又は貸与品によっ

て生じた工事目的

物の損壊､あるい

は､設計図書に誤

りがあったために

生じた労務者の被

害や工事目的物の

崩壊などが含まれ

よう。 

なお､損害が発注

者及び受注者の双

方の責により生じ

た場合の発注者の

負担となるのは､

損害のうち発注者

の責に帰すべき事

由により生じた部

分に限られる。 

したがって､例え

ば､損害の発生原

因は発注者にある

が、発生後受注者

が善良な管理者の

注意を怠りいたず

らに損害を拡大し

たような場合は､

損害の負担は､発

注者及び受注者の

双方がそれぞれ妥

当な部分を分担す

べきである。 

このように､発注

者の帰責事由と発

注者以外の帰責事

由（受注者の帰責

事由を含む｡）があ

いまって損害が発

生した場合には､

それぞれの帰責事

由が損害に寄与し

た割合に応じて､

発注者と受注者が

損害を負担するこ

ととなる｡それぞ

れの帰責事由が損

害に寄与した割合

の決定方法につい



ては本約款には明

文の規定はない

が、協議によって

解決すべきと解す

る。 

 
第 39 条 第三者に及ぼした損害(約款第 28 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

工事の施工に伴い、第三者に騒音､振動、地盤沈下、地下水の

断絶等の理由により損害を及ぶおそれがある場合には、事前に

調査を行われなければならない。 

 

主任監督員から

報告を受けたと

きは､判断可能な

ものは指示し､そ

の他については

市長に報告しな

ければならない。 

第三者に損害を与

えたときの報告を

受けたときは､損

害を与えた原因が

「通常避けること

ができない」もの

によるものか調査

し､総括監督員に

報告しなければな

らない。 

 

工事の施工に伴っ

て第三者に､騒音､

振動､地盤沈下､地

下水の断絶等によ

り損害を及ぼした

ときは、主任監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

第 1 項 工事の施

工に伴い､第三者

に損害を及ぼした

ときは､受注者が

その損害を賠償し

なければならな

い｡ただし、その損

害のうち、市長の

責めに帰すべき理

由により生じたも

のについては、市

が負担する。 

 

第 1 項 通常避け

ることが可能な第

三者に与えた損害

については、受注

者が損害を賠償し

なければならない

という大原則を規

定し､損害の発生

の原因が監督員の

指示によるなど発

注者の責に帰すべ

き事由による場合

には､第1項後段で

特則を設け､発注

者の負担となるこ

とを規定してい

る。 

第 2 項 第 1 項の

大原則に特則を設

け､通常避けるこ

とができない騒

音､振動､地盤沈

下､地下水の断絶

等による損害につ

いては､原則とし

て、発注者が負担

することとしてい

る｡ここで、「通常

避けることができ

ない」というのは、

発注者の設計する

工事目的物が当然

に損害の原因とな

るもの及び工事の

施工が通常の技術

的又は経済的尺度

で判断して妥当な

場合において避け

えないものと考え

るべきであり、特

殊な又は一般的で

ない施工方法をと

れば避けることが

できる場合でも､

その旨が設計図書

等に指定されてい

ない場合には､通

常避けることがで

きない場合に該当

する。また､工事を

施工する地域の特

殊性に応じて、発

注者が特にこれら

の損害の防止のた

め特別の施工工法

等を考慮した場合

においては､予定



価格の積算におい

ても配慮し､むし

ろその特別の施工

工法等に従うこと

を設計図書は明ら

かにし､受注者に

義務付けるべきで

あり､そのように

してもなお防止し

得ないものについ

ては本項を適用す

べきである。 

第 2 項後段におい

ては､工事の施工

に伴い通常避ける

ことができない損

害についての発注

者負担の原則に特

則を設けて､受注

者が工事の施工に

つき善良な管理者

の注意義務を怠っ

たことにより生じ

た損害について

は､受注者の負担

とすることを規定

している。  

第 3項は､前 2項に

規定する場合その

他工事の施工につ

いて第三者との間

に紛争を生じた場

合においては､発

注者及び受注者の

双方が協力してそ

の処理解決に当た

るべきことを規定

している。 

 
第 40 条 不可抗力による損害(約款第 29 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第2項 市長は､前

項の規定による通

知を受けたとき

は､直ちに調査を

行い､同項の損害

の状況を確認しそ

の結果を受注者に

通知するものとす

る。 

第3項 市長は､前

項の規定により確

認された損害のう

ち､この規則の定

めるところにより

行った検査若しく

は立会い又は整備

された見本等その

他の受注者の工事

に関する記録等に

より確認すること

ができた工事目的

物、仮設物又は工

事現場に搬入済み

の工事材料若しく

主任監督員から報

告を受けたとき

は､事後の方針に

ついての意見を市

長に報告しなけれ

ばならない。 

担当監督員から報

告を受けたとき

は、 

①天災その他不可

抗力の災害か確認

する。 

②受注者が善良な

管理者としての注

意義務を怠ったこ

とに基づくもので

ないか確認する。

③火災保険その他

の保険等によりて

ん補されるものが

ないか確認し､総

括監督員に報告し

なければならな

い。 

受注者から天災そ

の他不可抗力によ

り損害を生じた旨

の報告を受けたと

きは､被災写真、出

来形写真､工事記

録簿､材料検査簿､

出来形管理図等を

提出させ平面図､

横断面図等に出来

高､手戻り等を記

入するとともに､

異常気象資料等を

整備し、主任監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

第 1 項 工事目的

物の引渡しが行わ

れたとみなされる

前に､天災等(設計

図書で基準を定め

たものにあって

は、当該基準を超

えるものに限る｡)

で当事者双方の責

めに帰すことがで

きないもの(以下

｢不可抗力｣とい

う。)により、工事

目的物､仮設物又

は工事現場に搬入

済みの工事材料若

しくは建設機械器

具に損害を生じた

ときは､受注者は､

その事実の発生後

直ちにその状況を

市長に通知しなけ

ればならない。 

第 4 項 不可抗力

第 1 項は、不可抗

力によって損害を

生じた場合におい

て､受注者は､損害

発生後直ちに､そ

の状況を発注者に

通知しなければな

らないことを規定

している。通知を

すべき損害の対象

は、次のものがあ

る。 

ア)工事目的物 

土木工事における

盛土部分とか、コ

ンクリート工事に

おける打設済みの

コンクリート部分

のように部分的に

出来上っている工

事目的物の部分で

あって、土地に定

着し又は工作物に

符合しているもの



は建設機械器具に

係る損害の額（請

負者が善良な管理

の注意義務を怠っ

たことに基づく損

害の額及び保険て

ん補部分の額を除

く。）及び当該損害

の取片付けに要す

る費用の額の合計

額(以下｢損害合計

額｣という｡)を負

担しなければなら

ない｡ただし､損害

合計額のうち請負

代金額の 100 分の

１に相当する額に

至るまでの金額に

ついては､この限

りでない。 

によって生じた損

害のうち、工事材

料、仮設物及び建

設機械器具に係る

損害の額は、受注

者が通常妥当と認

められる範囲を超

えた品質、数量、

規格又は性能の工

事材料、仮設物及

び建設機械器具を

使用した場合であ

っても、通常妥当

と認められる範囲

の品質、数量、規

格又は性能に基づ

いて算定する。 

第 5 項 数次にわ

たる不可抗力によ

り損害合計額が累

積した場合におけ

る第 2 次以降の損

害の負担について

は、第 3 項本文中

「損害の額」とあ

るのは「損害の額

の累計」と、「保険

てん補部分の額」

とあるのは「保険

てん補部分の額の

累計」と、「損害の

取片付けに要する

費用の額」とある

のは「損害の取片

付けに要する費用

の額の累計」と、

同項ただし書中

「損害合計額のう

ち請負代金額の

100 分の１に相当

する額」とあるの

は「損害合計額の

うち請負代金額の

100 分の 1 に相当

する額に既に負担

した額を加えた

額」として同項を

適用する。 

をいう。部分払の

ための確認(第 49

条第2項)を受けて

いるかを問わない

のは、第 3 項の規

定からみて明らか

である。 

イ) 仮設物 

工事目的物以外の

工作物であって、

工事の施工上の必

要性に基づき仮に

設置するものをい

う。したがって､そ

の定義上、工事現

場に設置されてい

ることになる。主

なものとしては､

受注者の現場事務

所､労働者寄宿舎､

材料倉庫等、コン

クリートプラン

ト、受変電設備等、

河川等の仮締切

り、仮桟橋、仮設

道路､仮覆い､仮囲

い､仮設足場､コン

クリートの仮枠､

仮支柱等があげら

れる。 

ウ)工事現場に搬

入済みの工事材料

工事材料は、第 13

条第 2 項において

定義されているよ

うに、工場製品を

含む概念である。

｢工事現場に搬入

済み｣の工事材料

についてのみ本条

の適用があるの

で､工事現場外の

工場､倉庫等は､立

地工安全な場所を

選定しうるし､本

条において不可抗

力による損害の負

担を部分的に発注

者が負うこととし

たのは､それらの

損害の発生が工事

現場の特定といっ

た面において､あ

る程度発注者の意

思に制約されるも

のであり、反面､臨

機の措置(第37条)

その他発注者にお

いてもその回避の

ための努力が期待

しうるからでもあ

る。 

エ)工事現場に搬

入済みの建設機械

器具 

工事現場に搬入さ

れた建設機械器具



であり、受注者が

所有しているか､

借用しているか問

わない。  

第 3 項 発注者が

負担する仮設物、

工事材料又は建設

機械器具に関する

損害は、｢通常妥当

と認められる｣も

のに係る損害に限

られる｡仮設物､建

設機械器具につい

ては､第 18 条によ

り設計図書に指定

がない限り自主施

工の原則に則り受

注者の裁量に委ね

られているもので

ある。 

また、工事材料に

ついても、第 25 条

第 1 項により設計

図書に品質の限定

がない場合には、

中等の品質のもの

を使用すれば十分

とされており、工

事材料の選択は受

注者に委ねられて

いる(｢通常妥当｣

とは、工事材料に

ついては、中等の

品質という意味で

ある。)したがっ

て､受注者が通常

妥当と認められる

範囲を超えて特殊

な、あるいは、不

必要な仮設物､建

設機械器具､上等

な品質の工事材料

を選定した場合に

は、事故のリスク

の上にこれらを選

定しているのであ

るから、発注者は､

仮設物、建設機械

器具､工事材料が

通常妥当と認めら

れるものであった

ら生じたであろう

損害のみを負担す

れば十分である。

また､通常妥当と

認められる仮設物

等を用いれば損害

は発生しなかった

のに､通常妥当と

認められない仮設

物等を用いたこと

によって損害を生

じた場合には、発

注者は､その損害

を負担する必要は

ない。工事目的物、

仮設物、工事材料



又は建設機械器具

については、発注

者と受注者の間で

確認することがで

きるものでなけれ

ばならない｡すな

わち、工事目的物、

仮設物、工事材料

又は建設機械器具

については､発注

者が工事材料の検

査(第 25 条第 2

項)、監督員の立会

(第 26 条第 1 項及

び第 2項)、部分払

いのための確認

(第 49 条第 3項)、

その他受注者の工

事に関する記録等

により確認しうる

ものに係る額に限

られる。 

 
第 43 条 検査及び引き渡し（約款第 31 条） 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第2項 市長は､前

項の完成届出書の

提出を受けたとき

は､その日から 14

日以内に受注者の

立会いの上設計図

書に定めるところ

により建設工事の

完成を確認するた

めの検査を完了

し､かつ、当該検査

の結果を受注者に

通知しなければな

らない｡この場合

において､市長は､

必要があると認め

られるときは、そ

の理由を受注者に

通知して､工事目

的物を最小限度の

範囲に限り破壊し

て検査することが

できる。 

第3項 第 30条第

5 項の規定は､前項

後段の規定による

検査に準用する。 

第4項 市長が､検

査に合格した旨の

第 2 項の規定によ

る通知をしたとき

は､工事目的物の

引渡しが行われた

ものとみなす。 

主任監督員から報

告を受けたときに

は、完成届出書を

市長に進達しなけ

ればならない。 

担当監督員から報

告を受けたときに

は、審査をし､総括

監督員に報告しな

ければならない。

受注者から完成届

出書が提出された

ときは､速やかに

次に掲げる調査を

行い､主任監督員

に報告しなければ

ならない。 

①出来形管理、品

質管理､写真管理

等の関係書類につ

いて現場代理人に

説明させ､数値を

確認し､関係書類

を整備させる。 

②現場に例えば､

測点､寸法等のマ

ーキングを行わ

せ､現場代理人立

会いの上、出来形

を設計図書に基づ

いて確認する｡た

だし､大規模工事

及び重要構造物の

出来形の確認に当

たっては、主任監

督員の立会いを求

める。 

第1項 受注者は、

工事が完成したと

きは、完成届出書

(第18号様式)を市

長に提出しなけれ

ばならない。 

第5項 受注者は､

検査に合格しなか

つた旨の第 2 項の

規定による通知を

受けたときは、直

ちに修補しなけれ

ばならない｡この

場合のこの条の規

定の適用について

は､第 1 項中｢工事

が完成したとき

は､完成届出書(第

18 号様式)｣とある

のは｢修補が完了

したときは､修補

完了届出書(第 19

号様式)｣とし、第 2

項中｢完成届出書｣

とあるのは｢修補

完了届出書｣とす

る。 

 

 
第 45 条 部分使用(約款第 33 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第1項 市長は､第

43 条第 4 項の規定

主任監督員から報

告を受けたとき

工事目的物の部分

使用をする必要が

  第 1 項は､単に｢第

43 条第 4 項の規定



により引渡しが行

われたとみなされ

る前においても､

受注者の承諾を得

て､工事目的物の

全部又は一部を使

用することができ

る。 

第 2 項 前項の場

合においては､市

長は､その使用部

分を善良な管理者

の注意をもって使

用しなければなら

ない。 

第3項 市長が､第

１項の規定により

工事目的物の全部

又は一部を使用し

たことによって受

注者に損害を及ぼ

したときは､市は

必要な費用を負担

しなければならな

い。 

第4項 第 28条第

4 項の規定は､前項

の規定により市が

負担する費用の額

の決定に準用す

る。 

は､審査し､市長に

報告しなければな

らない。 

あるときは､受注

者に対する同意願

いに意見を付し

て､総括監督員に

報告しなければな

らない。 

による引渡し前｣

と規定しているだ

けであり、発注者

が使用を希望して

いる当該部分の完

成の有無や当該部

分に相応する請負

代金の支払いの有

無は､部分使用の

可否と直接関係す

るものでない｡こ

のことは､部分引

渡しが工事の部分

的完了に伴いなさ

れるものであり､

かつ、当該部分に

相応する請負代金

の支払いと結びつ

いていることと基

本的に異なるもの

である。 

第 2 項は､発注者

は､使用部分に損

傷を与えることの

ないように注意す

べき義務を課さ

れ､使用部分を加

工したり、現状を

変更したりするこ

とは許されない。

このように､部分

使用中は､発注者

は､使用部分を善

良な管理者の注意

義務をもって使用

すべきことになる

が､受注者の管理

責任はなくならな

い｡部分使用中は､

未だ工事が完成し

ておらず､引渡し

前でもあるので､

他の施工中の部分

と同様に､受注者

は､管理責任を負

うことになる。 

なお､部分引渡し

の場合は、引き渡

された部分の所有

権は完全に移転

し､受注者に管理

責任は全くない。

したがって､受注

者は、引き渡され

た部分について生

じた損害を負担す

ることなく､瑕疵

担保責任を負うの

みである。 

 
第 49 条 部分払(約款第 37 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第3項 市長は､前

項の規定による確

認の請求を受けた

総括監督員は、出

来形歩合調書によ

り出来形を審査

主任監督員は担当

監督員から出来形

歩合調書が提出さ

担当監督員は､部

分払いの請求をさ

せるときは、出来

第1項 受注者は､

工事の完成前に、

出来形部分又は製

「第 46 条第 3項」

前項の前払金の額

は､請負代金額の



日から 14 日以内

に､受注者の立会

いの上､設計図書

に定めるところに

より、同項の確認

をするための検査

を行い、かつ、当

該検査の結果を受

注者に通知しなけ

ればならない。 

第4項 第 30条第

5 項及び第 43 条第

2 項後段の規定は､

前項の検査に準用

する。富士宮市建

設工事検査規程に

より出来形を確認

するものとする。 

第 5 項 出来高金

額は、当事者が協

議して定める｡た

だし、受注者が第 3

項の通知を受けた

日から10日以内に

協議が整わない場

合には、市長が定

め、受注者に通知

する。 

し、部分払い検査

を受けなければな

らない。 

れた場合には､出

来形を審査し総括

監督員に提出しな

ければならない。

形歩合調書に基づ

き作成させるもの

とし､これに基づ

き遅滞なく工事の

出来形を調査し､

出来形歩合調書を

作成し、主任監督

員に報告しなけれ

ばならない。 

造工場等にある特

殊な工場製品に相

応する請負代金相

当額(以下｢出来高

金額｣という。)の

10 分の 9 以内の額

について部分払を

請求することがで

きる｡ただし､この

請求は､特に必要

があると認めたエ

事の場合を除き、

出来形が現になさ

れた前払い金の請

負代金額に対する

割合に10分の1を

加えた率以上に達

したときに限る。 

第2項 受注者は､

前項の規定による

請求をしようとす

るときは、市長に

対し､あらかじめ、

出来形確認請求書

（第 20 号様式)を

提出して、当該請

求に係る出来形部

分及び製造工場等

にある特殊な工場

製品の確認を請求

しなければならな

い。 

第6項 受注者は､

検査に合格した旨

の第 3 項の規定に

よる通知を受けた

ときは､部分払金

の支払を請求する

ことができる｡こ

の場合において

は､市長は、当該請

求を受けた日から

14 日以内に部分払

金を支払わなけれ

ばならない。 

第 7 項 部分払金

の金額は､次の式

により算出する。 

部分払金の額≦ 

出 来 高 金 額 × 

（（9／10）－（前

払金額／請負金

額）） 

第 8 項 第１項の

規定による部分払

の請求回数は､次

の各号に掲げる請

負代金額の区分に

応じ当該各号に掲

げる回数以内とす

る｡ただし､市長が

特に必要があると

認めたときは､請

求回数を増加する

ことができる。 

(1)請負代金額 100

万円以上 2,000 万

10 分の 4 以内とす

る。 

第 1 項部分払の対

象となるものは､ 

①工事の出来形部

分 

②製造工場等にあ

る特殊な工場製品

である｡ 

②については､検

査員又は監督員の

検査に合格したも

のである。 



円未満 2回 

(2) 請 負 代 金 額

2,000 万 円 以 上

5,000 万円未満 3

回 

(3) 請 負 代 金 額

5,000 万円以上 4

回 

第 9 項 第 6 項の

規定により、部分

払金の支払があっ

た後､再度部分払

の請求をする場合

においては､第1項

中｢請負代金相当

額｣とあるのは｢請

負代金相当額から

既に部分払の対象

となった請負代金

相当額を控除した

額｣とする。 

 
第 50 条 部分引渡し(約款第 38 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

設計図書において指定した部分(指定部分)がある場合、及び工

事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の

一部が完成し、その引渡しについて合意が成立した場合には、

出来形設計書を作成し第 43 条を準用して既成部分検査を受け

なければならない。 

第1項 第 43条及

び第 44 条の規定

は､市長が設計図

書において工事の

完成に先立って工

事目的物の一部の

引渡しを受けるべ

きことを指定した

部分又は工事目的

物の一部が完成し

た場合には当該部

分を引き渡すこと

について当事者の

合意が成立した部

分(以下｢一部引渡

指 定 部 分 ｣ と い

う｡)がある場合に

おいて当該一部引

渡指定部分が完成

した場合に準用す

る｡この場合にお

いて､第43条中｢建

設工事｣とあるの

は｢一部引渡指定

部分に係る工事｣

と、｢工事目的物｣

とあるのは｢一部

引渡指定部分に係

る工事目的物｣と､

第 44 条中｢請負代

金｣とあるのは｢部

分引渡しに係る請

負代金｣と読み替

える。 

第 2 項 前項の規

定により準用され

る第44条第1項の

規定により請求す

ることができる部

分引渡しに係る請

負代金の額は､次

   

 部分引渡しは､発

注者にとっては､

工事全体の完成前

において必要な部

分を使用し得る利

点があり､受注者

にとっても当該部

分の請負代金を工

事全体の完成前に

受け取ることがで

きるとともに､そ

の保管責任を免れ

るという利点をも

つものであり、広

く行われていると

ころである。 

部分引渡しの対象

となるものは、発

注者が｢設計図書

において指定した

部分(指定部分)｣

とされているが、

これを設計図書で

定めることとした

のは､部分引渡し

が､検査及び請負

代金の支払等につ

いて工事の全体の

完成時における引

渡しと同様の取扱

いを受けるため、

どの部分が､その

対象として考えら

れているかを明確

にしておく必要が

あるのである。こ

の場合､発注者が

部分引渡しを受け

るべきものとして

指定し得る部分は

「引渡し｣の対象



の式により算出す

る。 

となり得ること､

すなわち、明確に

保管責任の移転が

できる特定し得る

部分であることが

必要である｡これ

は､本約款が所有

権の帰属について

特別の定めをして

いないので､判例、

通説により、通常

は本条の部分引渡

しにより所有権が

受注者から発注者

に移転することに

なると考えられる

ことからも当然で

ある。 

 
第 55 条 市長の解除権(約款第 43 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第1項 市長は､受

注者が当該請負契

約に関し次の各号

のいずれかに該当

するときは､請負

契約を解除するこ

とができる。 

(1)正当な理由な

く、工事に着手す

べき期日を過ぎ､

かつ､相当の期間

を定めてその着手

を催告したにもか

かわらずその期間

内に当該工事に着

手しないとき。 

(2)その責めに帰

すべき事由によ

り、工期内に工事

を完成しないと

き、又は工期経過

後相当の期間内に

建設工事を完成す

る見込みが明らか

にないと認められ

るとき。 

(3)相当の期間を

定めて第 22 条第 1

項各号に掲げる者

の設置を催告した

にもかかわらずそ

の期間内に第22条

第 1 項各号に掲げ

る者を設置しなか

ったとき。 

(4)前各号に掲げ

る場合のほか､請

負契約に違反し､

その違反により請

負契約の目的を達

することができな

いと認められると

き。 

総括監督員は､主

任監督員からの報

告を受けたとき

は､事実を確認し

必要があると認め

られるときは、市

長に報告しなけれ

ばならない。 

主任監督員は､担

当監督員よりの報

告を受けたとき

は､受注者より事

情を聴取する等の

調査を行い､契約

の履行が危ぶまれ

ると認められる場

合は､総括監督員

に報告しなければ

ならない。 

担当監督員は、工

期内に工事を完成

する見込がないと

き、又は正当な理

由がないのに工事

に着手しないと

き､その他契約の

履行が危ぶまれる

と認められるとき

は、主任監督員に

報告しなければな

らない。 

第 3 項 第 1 項の

規定により請負契

約が解除された場

合においては､受

注者は､請負代金

額の10分の1に相

当する額を違約金

として市長の指定

する期間内に支払

わなければならな

い。 

第 1 項について、

「受注者の責に帰

すべき理由」とは､

受注者の故意､過

失又はこれと同視

すべき理由をさ

し､これが存じな

いことの挙証責任

は受注者側にある

とされている。 

受注者の責に帰す

べき理由により工

期内に工事を完成

しないときは､そ

れだけをもって履

行遅延となるのに

本号が｢相当の期

間内｣という要件

を付加したこと

は､解除の要件を

加重したものとも

いえるが、反面本

号に基づく解除権

の行使は催告を要

しないとされてお

り、また履行期の

到来以前でも本号

に該当することが

客観的に明白とな

れば解除をなし得

る点において、本

号は解除の要件を

緩和したものとい

うことができる。

｢契約に違反し｣と

は､本約款におい

て受注者に課して

いる義務に違反し

たときであるが､

その違反が契約の

目的を達すること

ができないほど重

要なときにのみ解



(5)第 57 条第 1 項

の規定によらない

で請負契約の解除

を申し出たとき。 

第2項 前項の規定

により請負契約を

解除しようとする

ときは､請負契約

解除通知書(第 21

号様式)により受

注者に通知するも

のとする。 

第 4 項 市長は､前

2 項の場合におい

て、第 12 条第１項

の規定により契約

保証金の納付又は

これに代わる担保

の提供が行われて

いるときは、当該

契約保証金又は担

保をもって第 3 項

の違約金及び前項

の賠償金に充当す

ることができる。 

除することができ

る約定解除権であ

る。 

｢第 57 条第 1 項の

規定」とは､受注者

の解除権を留保し

た規定であるが、

この規定に基づか

ない受注者の解除

の申し出を解除の

理由とするもので

あり、これは合意

解除又は解除契約

と呼ばれるもの

で､前3号の場合と

性格を異にするも

のである。 

 
第 57 条 受注者の解除権(約款第 45 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

 総括監督員は､主

任監督員から報告

を受けたときは内

容を審査し市長に

報告しなければな

らない。 

主任監督員は､担

当監督員から報告

を受けたときは意

見を付して総括監

督員に報告しなけ

ればならない。 

担当監督員は､受

注者から契約解除

の申し出を受けた

ときはただちに主

任監督員に報告し

なければならな

い。 

第1項 受注者は､

次の各号のいずれ

かに該当するとき

は､請負契約を解

除することができ

る。 

(1)第 32 条第 1 項

の規定により設計

図書を変更したた

め､請負代金額が 3

分の 2 以上減少し

たとき。 

｢第 31 条第 5 項の

規定｣は､受注者

は､①条件変更の

確認についての合

意が成立しないと

き､②条件変更に

伴う工事内容の変

更又は設計図書の

訂正が行なわれな

いとき､③工事の

変更、中止等に伴

う工期又は請負代

金額の変更が成立

しないときは、10

日以前に発注者に

通知して工事の全

部又は一部の施工

を一時中止するこ

とができるとする

規定である｡この

ような場合におい

て、工事現場の状

態等が当初の予想

と著しく異なり、

契約関係の継続を

強いることが受注

者に重大な損害を

及ぼすものである

ときは､いたずら

に中止を継続する

ことは無意味かつ

不経済であるので

契約の解除権を認

めたものである。

｢第 32 条第 1 項の

規定]又は「第 33

条の規定｣は､発注



者の意志による工

事内容の変更又

は、工事の中止で

あり、この場合に

は、必要があれば

工期又は請負代金

額を変更しなけれ

ばならないことと

されており、また

これによって生じ

た費用又は損害も

発注者が負担する

ことになっている

から､受注者が損

害を受けることは

ないように考えら

れる。しかし､この

変更が著しいとき

は､契約自体が同

一性を失ったとみ

るのが妥当であ

り、このような場

合には､受注者に

解除権を認めるの

が信義則に合致す

るところである。

 
第 58 条 解除に伴う措置(約款第 46 条) 

監 督 員 の 業 務 
契約担当者 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 
受注者 備考 

第1項 第 43条第

2 項から第 4 項ま

での規定は､請負

契約が解除された

場合において準用

する｡この場合に

おいて､同条第2項

前段中｢前項の完

成届出書の提出を

受けたとき｣とあ

るのは｢解除の通

知をし、又は解除

の通知を受けたと

き｣と、｢工事の完

成｣とあるのは「出

来形部分｣と、同条

第4項中｢工事目的

物｣とあるのは｢出

来形部分及び部分

払の対象となった

特殊な工場製品｣

と読み替える。 

第2項 市長は､前

項の規定によって

準用される第43条

第 2 項前段の規定

による通知をした

ときは､前項の規

定によって準用さ

れる第43条第2項

前段の検査に合格

した出来形部分及

び特殊な工場製品

に相応する請負代

金額を受注者に支

払わなければなら

   第 4 項 第 2 項の

場合において､第

46 条の規定による

前払金があったと

きは、当該前払金

の額(第 49 条の規

程による部分払を

しているときは､

その部分払におい

て償却した前払金

の額を控除した

額)を第2項の検査

に合格した出来形

部分に相応する請

負代金額から控除

した額を支払い､

受領済みの前払金

に余剰があるとき

は､受注者はその

余剰額を返還しな

ければならない。 

第 5 項 前項の規

定による返還に当

たっては、当該余

剰額に前払金の支

払の日から返還の

日までの日数に応

じ、年 3.４パーセ

ントの割合で計算

した額の利息を付

さなければならな

い｡ただし､前 2 条

の規定による解除

の場合にあって

は､この限りでな

い。 

「解除の効果」 

契約が解除された

場合の一般的な効

果については、民

法第 545 条に規定

がなされており、

契約当事者は､現

状回復義務及び相

手方に与えた損害

賠償義務を負うこ

ととされている｡

しかし､建設工事

にあたっては､契

約の解除に伴う現

状回復について、

出来形部分の取壊

しにより被る両当

事者の時間的､経

済的損失は莫大な

ものであるなど、

出来形部分の取壊

し､支給材料の返

還､工事用地等の

整地等といった点

で問題があり、現

状回復は､極めて

不経済かつ不合理

なことである。そ

こで､判例･通説に

おいても工事の完

成部分については

解除をなし得ない

とか､建設工事の

請負契約の解除に

は遡及効果がない

とされているとこ



ない。 

第3項 第 49条第

5 項の規定は､前項

の出来形部分に相

応する請負代金額

の決定について準

用する｡この場合

において、同条第 5

項本文中「出来高

金額｣とあるのは

｢第1項の規定によ

り準用される第 43

条第 2 項前段の検

査に合格した出来

形部分に相応する

請負代金額｣と、同

項ただし書中｢第 3

項の通知を受けた

日から 10 日以内｣

とあるのは｢第1項

の規定により準用

される第 43 条第 2

項前段の規定によ

る通知を受けた日

から 14 日以内｣と

読み替える。 

第6項 受注者は､

請負契約が解除さ

れた場合におい

て､支給材料があ

るときは､第2項の

検査に合格した出

来形部分に使用さ

れているものを除

き、市長に返還し

なければならな

い｡この場合にお

いて、当該支給材

料が受注者の故意

若しくは過失によ

り滅失し､若しく

はき損したとき､

又は第 2 項の検査

に合格しなかった

出来形部分に使用

されているとき

は､代品若しくは

原状に復した支給

材料を返還し､又

は返還に代えてそ

の損害を賠償しな

ければならない。 

第7項 受注者は､

請負契約が解除さ

れた場合におい

て､貸与品がある

ときは、当該貸与

品を市長に返還し

なければならな

い。この場合にお

いて、当該貸与品

が受注者の故意又

は過失により滅失

し、又はき損した

ときは､代品若し

くは原状に復した

貸与品を返還し､

又は返還に代えて

その損害を賠償し

なければならな

い。 

第 8項 第 29条第

3 項及び第 5 項の

規定は､契約が解

除された場合に準

用する｡この場合

において、同条第 3

項中｢建設工事の

完成､設計図書の

変更等｣とあるの

は｢請負契約の解

除｣と、同条第 5項

中｢前項の期限ま

でに｣とあるのは

｢次項の期限まで

に｣と読み替える。 

第 9 項 第 6 項前

段及び第 7 項前段

の規定による受注

者のとるべき措置

の期限､方法等に

ついては請負契約

の解除が受注者の

ろである。 

本条では、民法の

規定だけでは律し

きれないこれらの

問題について、解

除の遡及効果を認

めないことを契約

上明確にして解決

を図ったものであ

る。 

｢出来形部分｣ 

出来形部分につい

ては、まず､発注者

の検査を受けなけ

ればならず､発注

者は､検査に合格

した部分のみの引

渡しを受けた部分

に相応する請負代

金額を支払うこと

となる｡これは､既

に施工された部分

については､取壊

し､撤去すること

により生ずる両当

事者の時間的､経

済的喪失を考えれ

ば､現状回復する

のではなく、これ

を価値あるものと

評価してなるべく

利用すべきものと

の考えによるが、

出来形部分の状

態、品質等から出

来形部分が価値あ

るもの､利用に適

さないものであれ

ば､それに対して

対価を支払う理由

はないので､検査

を行うこととした

ものである。 

｢支給材料｣ 

支給材料は､加工

したり、切断した

りして工事目的物

のために使用すべ

き性格のものであ

るから､発注者が

支給したものであ

るからといって、

単純にすべてを返

還することが原則

となるものではな

く､場所を分けて

考える必要があ

る。使用済みの支

給材料について

は、出来形部分と

して検査に合格し

た部分に使用され

ているものは、当

該部分が発注者に

引渡されるもので

あるから、これを

返還する必要がな



責めに帰すべき事

由によるときは市

長が定め､請負契

約の解除が受注者

の責めに帰すべき

事実によらないと

きは受注者が市長

の意見を聴いて定

めるものとし､第 6

項後段､第7項後段

及び第 8 項におい

て準用する第29条

の 3 第 3 項の規定

による受注者のと

るべき措置の期

限､方法等につい

ては市長が受注者

の意見を聴いて定

めるものとする。 

いことはもちろん

である。しかしな

がら、出来形検査

に合格しなかった

部分に使用されて

いるものは､発注

者として評価すべ

き価値がないわけ

であるから､本来

は返還すべきこと

となる。しかし､こ

れは事実上不可能

であるから､代品

を納めるとか､支

給材料について損

害賠償をすべきこ

とになる｡ただし、

返還が可能な場合

は､修復して返還

しても構わない。

末使用の支給材料

については、原則

として､発注者に

返還しなければな

らない。 

「貸与品｣ 

貸与品は､第 27 条

の規定により発注

者から受注者に貸

与されている建設

機械器具であるか

ら、当然発注者に

返還しなければな

らない。この場合

において､貸与品

が受注者の使用若

しくは保管上の故

意又は過失により

損傷を受けている

ときは､これをそ

のまま返還するの

ではなく、代品を

納めるか､修復し

てから返還すべき

ことになる。そし

て代品納入又は修

復返還に代えて貸

与品についての損

害を賠償しなけれ

ばならない。 

｢工事用地等｣ 

受注者は､その所

有又は管理する物

件を工事用地等の

外に撤去し､工事

用地等を修復し､

取り片付けて発注

者に明け渡さなけ

ればならず､受注

者が相当の期間内

に､これを行わな

い場合には､発注

者は､代執行でき

るとしている。撤

去すべき物件の中

には､受注者が自

ら所有又は管理す



るものだけでな

く、かっこ書で明

示しているよう

に､下請負人の所

有又は管理するも

のも含まれる｡後

者については､受

注者は、下請負者

との契約におい

て､受注者が撤去

できる旨を規定し

ておくことが､受

注者と下請負人と

の紛争を未然に防

ぐために望まし

い。 

｢解除に伴う措置

の期限､方法等｣支

給材料又は貸与品

の返還について

は､原則として､第

55 条の規定による

解除の場合(受注

者の帰責事由のあ

る場合)には､発注

者が定め、第 56 条

又は第57条の規定

により解除の場合

(受注者の帰責事

由がない場合)に

は､受注者が発注

者の意見を聴いて

定める。ただし､受

注者の故意又は過

失により滅失又は

毀損した場合等に

おける支給材料又

は貸与品の返還､

代品納入等につい

ては､発注者が受

注者の意見を聴い

て定めることとす

る。また､物件の撤

去、工事用地等の

修復、明渡しにつ

いては､解除規定

にかかわらず、発

注者が受注者の意

見を聴いて定める

こととする。受注

者のとるべき措置

の｢期限、方法等｣

には、支給材料又

は貸与品の返還期

日、返還場所､工事

用地等の明渡期

日、修復､取り片付

け方法等が含まれ

ることとなる。 

 
 


